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石川県漁業士認定書交付式の開催について 

 

県では、漁村の活性化や漁業経営の安定化を目的に、昭和６１年に「漁業士認定制度」

を創設し、将来の地域の中核を担う若手の漁業者を「青年漁業士」、優れた漁業経営を

行い地域の指導的な役割を果たしている漁業者を「指導漁業士」として認定しています。 

このたび、新たに７名の方を漁業士として認定することになり、下記のとおり認定書

交付式を開催しますので、お知らせします。 
 

記 
 

１．日 時 

   令和４年７月５日（火）１１：３０～１２：００ 

 

２．場 所 

   石川県庁行政庁舎 ４階 特別会議室 
 

３．次 第 

（１）認定書の交付   青年漁業士３名、指導漁業士４名 

（２）知事挨拶     知事から認定者への激励の言葉 

（３）認定者代表謝辞  代表：指導漁業士 太田 均（おおた ひとし） 

（４）記念撮影 
 

４．認定者 ※いずれも石川県漁業協同組合所属 

＜青年漁業士＞ ３名 

嶋崎 雅之（しまざき まさゆき） 金沢支所・小型底びき網 

嶋崎 晃久（しまざき あきひさ） 金沢支所・小型底びき網 

加藤 誠也（かとう まさや）   穴水支所・カキ養殖 
 

  ＜指導漁業士＞ ４名 

河端 譲 （かわばた ゆずる）  穴水支所・カキ養殖 

齋藤 義己（さいとう よしみ）  穴水支所・カキ養殖 

太田 均 （おおた ひとし）   小木支所・小型イカ釣り 

福岡 敬又（ふくおか けいすけ） 加賀支所・小型底びき網 
 

５．参  考 

   青年漁業士：４０歳未満で、将来、地域漁業の中核者として見込まれる者 

   指導漁業士：４０歳以上で、漁業技術・経営管理能力が優れている者 

※県主催の講習会の受講修了者が対象（青年漁業士は４０歳で指導漁業士に認定替え） 
 

漁業士の主な活動：魚食普及活動、操業・技術指導等活動、担い手対策 等 

現在：１７０名（青年漁業士：３３名、指導漁業士：１３７名）が活動 


